
          薬物事犯に係る広域追尾班設置要綱（例規通達） 
 
  この要綱は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を

図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」に定める規制薬物に係る

事犯に係る広域追尾班の設置、任務、運用等について必要な事項を定め、もって薬物事

犯に係る捜査体制の充実強化及び捜査能力の向上を図ることを目的としている。 
 


